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令和6年4月1日

氏　名
(５０音順)

いなくら　のりこ

稲倉　典子

だんの　さとこ

段野　聡子

はしむら　りょう

端村　亮

むや　よしたか

撫養　佳孝

よねざわ　かずみ

米澤　和美

かがわ　けんいち

賀川　健一

かわぐち　せいじ

川口　誠二

たつみ　あきひろ

辰巳　明宏

みき　ゆうこ

三木　裕子

みなみ　れいこ

南　礼子

あいはら　りつこ

藍原　理津子

あまの　たえこ

天野　多栄子

ごとう　かんじ

五島　寛治

なかむら あきこ

中村　晃子

わきた　りょう

脇田　亮

一般社団法人徳島新聞社論説委員

弁護士

徳島県社会保険労務士会顧問

第54期　徳島地方最低賃金審議会委員名簿

徳島労働局　

区分 現　　    職

労
働
者
代
表

徳島大学人と地域共創センター/総合科学部教授

公
益
代
表

四国大学経営情報学部准教授

全国一般徳島地方労働組合書記長

ＵＡゼンセン徳島県支部主任

日本労働組合総連合会徳島県連合会副事務局長

徳島県経営者協会専務理事

有限会社天野鉄工所取締役

社会福祉法人健祥会常務理事

任命年月日 令和５年４月１日

パナソニックエナジー労働組合徳島支部執行委員長

日本労働組合総連合会徳島県連合会事務局長

使
用
者
代
表

株式会社ネオビエント代表取締役会長

大麻町商工会会長
有限会社ファイブセキュリティシステム代表取締役
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氏　名 現　　職

いなくら　のりこ

稲倉　典子

だんの　さとこ

段野　聡子

かわぐち　 せいじ

川口　誠二

みなみ　れいこ

南　礼子

なかむら　あきこ

中村　晃子

わきた　りょう

脇田　亮

令和６年４月１日現在

（各側　五十音順）

労
働
者
代
表

使
用
者
代
表

日本労働組合総連合会徳島県連合会副事務局長

公
益
代
表

令和６年度徳島県最低賃金のあり方に関する

検討小委員会委員名簿

徳島県経営者協会専務理事

日本労働組合総連合会徳島県連合会事務局長

徳島大学人と地域共創センター/総合科学部教授

四国大学経営情報学部准教授

社会福祉法人健祥会常務理事
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氏　名
(５０音字順)

いなくら　のりこ

稲倉　典子

だんの さとこ

段野　聡子

むや　よしたか

撫養 佳孝

かがわ　けんいち

賀川　健一

かわぐち せいじ

川口　誠二

やまもと　まさとし

山本　雅敏

ごとう　かんじ

五島　寛治

なかむら あきこ

中村　晃子

わきた　りょう

脇田　亮

日本労働組合総連合会徳島県連合会副事務局長

使
用
者
代
表

労
働
者
代
表

徳島県経営者協会専務理事

パナソニックエナジー労働組合徳島支部執行委員長

 

令和５年度徳島地方最低賃金審議会
徳島県最低賃金専門部会委員名簿

　徳島労働局　

現　　職

日本労働組合総連合会徳島県連合会事務局長

一般社団法人徳島新聞社論説委員

区分

公
益
代
表

四国大学経営情報学部准教授

徳島大学人と地域共創センター/総合科学部准教授

社会福祉法人健祥会業務常務理事

有限会社ファイブセキュリティシステム代表取締役

令和5年7月25日

 （各側別　五十音順）

任命年月日
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島
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テ
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代
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締
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長

代
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会
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員

名
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音

字
順

）
　

徳
島

労
働

局

区 分

造
作

材
・
合

板
・
建

築
用

組
立

材
料

製
造

業
は

ん
用

機
械

器
具

、
生

産
用

機
械

器
具

、
業

務
用

機
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器
具

製
造

業

米
澤
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ね

ざ
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和
美

か
ず

み

◎
端

村
は

し
む

ら

亮り
ょ

う

賀
川

か
が

わ

健
一

け
ん

い
ち

弁
護

士

弁
護

士

◎
撫

養
む

や

佳
孝

よ
し

た
か

○
端は

し

村む
ら
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う

矢
藤

や
と

う

寿
浩

と
し

ひ
ろ

令
和
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7月

31
日

久
米

く
め

智
之

と
も

ゆ
き

電
子
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品

・デ
バ

イ
ス
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子

回
路

、
電
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機

械
器

具
、

情
報

通
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機
械

器
具

製
造

業

◎
撫む

養や

佳よ
し
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玉
置

た
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き

潔き
よ

し

辻つ
じ

康
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や
す

は
る

木
戸

き
ど

敬
一

朗
け

い
い

ち
ろ

う

〇
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ん

野の
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と

子こ
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倉

い
な

く
ら

典
子

の
り

こ

三
木

み
き

一
将

か
ず

ま
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三
木

み
き

裕
子

ゆ
う
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使 用 者 代 表

大
阪

お
お

さ
か

省
吾

し
ょ

う
ご

天
野

あ
ま

の

多
栄

子
た

え
こ

井
出

い
で

貴
大

た
か

ひ
ろ

五
島

ご
と

う

寛
治

か
ん

じ

坊
野

ぼ
う

の

靖
仁

や
す

ひ
と

脇
田

わ
き

た

亮り
ょ

う

山
本

や
ま

も
と

雅
敏

ま
さ

と
し

公 益 代 表

○
段だ

ん

野の

聡さ
と

子こ

米
澤

よ
ね

ざ
わ

和
美

か
ず

み

任
命

年
月

日

労 働 者 代 表

辰
巳

た
つ

み

明
宏

あ
き

ひ
ろ

川
口

か
わ

ぐ
ち

誠
二

せ
い

じ

森も
り

誠ま
こ

と
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中央最低賃金審議会 地方最低賃金審議会 地方最低賃金審議会

〈目安審議〉 〈地域別最低賃金審議〉 〈特定最低賃金審議〉

6月下旬 6～7月

諮問（目安） 諮問（改正決定） 労使の意向表明

6～7月 7～8月

調査審議 3月

目安小委

第1回（6月下旬）

各種経済指標

6月

第2回（7月上旬） 労または使の申出

賃金改定状況

調査結果説明

第3回（7月中旬） 7～8月

公益委員見解 諮問（必要性）

小委員会報告

8月

答　申 必要性審議

7月下旬 目安を伝達

8月 答申（必要性有無）

答申・公示 必要性有りの場合

　　　15日

改正決定 諮問（改正決定）

官報公示 9～10月

調査審議

30日又は指定日

10月

効力発生 答申・公示

　　　　　　　15日間

改正決定

11月

官報公示

12月 30日又は指定日

効力発生

調査審議

最低賃金改正決定の流れ

局から使用者数、

労働者数を通知

労使の意思疎通、

申出準備
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　 令和５年度   最低賃金審議日程
日付 曜日 本審 本審以外 特定最賃 公示等

3/7 火
特定最低賃金改正の意向表明
受付

6/2 金
公益委員会議(公益委員の役割
検討、検討事項確認)

6/15 木
第１回本審（14:00～とくぎんトモ
ニプラザ）会長及び会長代理選
任

第1回あり方検討小委員会
（15:00～とくぎんトモニプラザ）審
議方法、実地視察検討

7/6 木
第２回本審（14:00～あわぎん
ホール） 県最賃諮問、特定最賃
必要性諮問

専門委員推薦公示、
意見聴取の公示、
特定最賃専門部会推
薦公示

8/3 木
第３回本審（9:30～労働局）目安
答申伝達、意見

第１回県最賃専門部会（11:00～
労働局）金額審議

8/4 金
第2回県最賃専門部会（9:00～
労働局）金額審議

8/7 月
第4回本審（15:00～労働局）県
最賃答申

第3回県最賃専門部会（13:00～
労働局）金額審議、部会報告

要旨公示(異議)

8/17 木
第１回特定最賃造作材専門部会
（13:30～労働局) 必要性審議

8/22 火 異議申出締切日

8/23 水

第5回本審（11:00～労働局）県
最賃異議審議答申、特賃必要性
答申、
特賃金額改正諮問

第1回特定最賃合同専門部会
（9:30～労働局)必要性審議、答
申、審議日程調整

特賃意見聴取の公示

9/1 金 官報公示

9/12 火
実地視察（一般機械　特定最低
賃金事業場）

9/26 火
第2回一般機械専門部会（10:00
～労働局)金額審議

10/1 日 県最賃　発効日

10/12 木
　

第2回電気機械専門部会（13:30
～労働局)金額審議

10/13 金
　

第3回一般機械専門部会（13:30
～労働局)金額審議、答申

要旨公示(異議)

10/19 木
　

第3回電気機械専門部会（13:30
～労働局)金額審議

10/20 金
第4回電気機械専門部会（13:30
～労働局)金額審議、答申

要旨公示(異議)

10/30 月 異議申出締切日（機械）

11/6 月 異議申出締切日（電気）

11/14 火 官報公示（機械）

11/20 月 官報公示（電気）

12/21 木
第6回本審(15:00～あわぎんホー
ル)総括審議

第２回特定最賃合同専門部会
(15:00～あわぎんホール)

特定最賃　発効日

1月頃
特定最低賃金、適用
事業者数、労働者数
確定

3月 特定最低賃金改正の意向表明
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　 令和６年度   最低賃金審議日程
日付 本審 本審以外 特定最賃 公示等 備考

1月 特定最低賃金、適用事
業者数、労働者数確定

3月 特定最低賃金改正の意向表明
受付

5月 公益委員会議(公益委員の役割
検討、検討事項確認)

6月 第1回あり方検討小委員会
　審議方法、実地視察検討

特定最低賃金改正の申出書受
付

6/25
中賃諮問

7/5 金
第１回本審
　県最賃諮問、特定最賃必要性
諮問

専門委員推薦公示、
意見聴取の公示、
特定最賃専門部会推
薦公示

7月中旬 実地視察（県最賃事業場）

8/1 木
第２回本審
　目安答申伝達、意見

第１回県最賃専門部会
　金額審議

8/2 金
第2回県最賃専門部会
　金額審議、部会報告

8/5 月

8/9 金
第３回本審
　県最賃答申

第3回県最賃専門部会
　金額審議、部会報告

要旨公示(異議)

8/20 火 異議申出締切日

8/21 水
第４回本審
　特賃必要性答申、特賃金額改
正諮問

第1回特定最賃合同専門部会
　必要性審議、答申、審議日程
調整

特賃意見聴取の公示

8/27 火
第５回本審
　異議答申

9月 県最賃　官報公示

9～10月
第2～4回　特定最賃　専門部会
　金額審議、答申

要旨公示(異議)

10/1 火 県最賃　発効予定日

10月 異議申出締切日（特定最賃）

11月 官報公示（特定最賃）

12月 第５回本審 第２回特定最賃合同専門部会

12/21 土 特定最賃　発効予定日
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別添１

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（木） 8月16日（金） 8月28日（水） 9月27日（金）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9月29日（日）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 10月2日（水）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 10月3日（木）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 10月4日（金）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 10月6日（日）

8月13日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 10月9日（水）

8月14日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月11日（水） 10月11日（金）

8月16日（金） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月17日（土） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月13日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月1日（日） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月2日（月） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添２

15日 10営業日 30日

→ → →

9月18日（水） 10月3日（木） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月28日（月） 11月27日（水）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月1日（火） 10月16日（水） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月3日（木） 10月18日（金） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月4日（金） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月5日（土） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月6日（日） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月21日（木） 12月21日（土）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）
※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月21日(日)発効とするためには、10月22日(火)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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徳島県の最低賃金

下記の産業には特定最低賃金 の適用があります。

産 業 名 時間額(円) 適 用 除 外 さ れ る 労 働 者
（徳島県最低賃金が適用されます）

効力発生日

造作材・合板・建築用

組立材料製造業

はん用機械器具、生産

用機械器具、業務用機

械器具製造業
1,020

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切
削くずの取り除き等の業務

(4) メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用
機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製
造業及び武器製造業に従事する者

令和５年
12月21日

電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器

具、情報通信機械器具

製造業

983

(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

イ 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務
ロ 手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付
け、かしめ及び巻線の業務

(4) 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業
用電気機械器具製造業及び電球・電気照明器具製造業
に従事する者

令和５年
12月21日

お問い合わせ・相談先

■最低賃金は 徳島労働局労働基準部賃金室（Tel 088-652-9165）又は最寄りの労働基準監督署へ

■業務改善助成金は 業務改善助成金コールセンター （Tel 0120-366-440）

■働き方改革や経営改善に向けた相談先は
徳島働き方改革推進支援センター（Tel 0120-967-951) 又は徳島県よろず支援拠点（Tel 088-676-4625) へ

896円

令和５年10月１日から時間額

確
認
し
よ
う
、
最
低
賃
金
！徳島県最低賃金は、

県内で働くすべての労働者に適用されます。

厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引上げに伴う支援を強化しています。

キャリアアップ助成金 事業再構築助成金 ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金

賃金規定を改定し、
非正規雇用労働
者 の 基 本 給 を
３％以上賃上げ
する場合に利用で
きます。

最低賃金よりも低
くなるため賃上げ
が必要な従業員
数が一定以上い
る場合に利用でき
ます。

最低賃金引上げ幅以上
（地域別最低賃金＋50
円以上）に賃上げの努力
を行う場合に補助金の採
択において加点措置が得ら
れます。

令和５年の金額改正はなく、令和５年10月１日から、

徳島県最低賃金 896 円 が適用されます。

業務改善助成金

助成率：最大9割
上限額：最大600万円

徳島県最低賃金との差額50円
以内の労働者を使用しており、事
業場内最低賃金を30円以上引
上げ、生産性向上のための設備
投資などを行った場合に利用でき
ます。
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(1) 最低賃金はすべての労働者に適用されます

(2) 最低賃金の対象となる賃金

(3) 最低賃金額との比較方法

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払
わなければならないとする制度であり、最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の２種類があります。
最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイトなどの雇用形態や呼称の形態を問わず、事業場で働くすべての労働者

に適用されます。

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日
に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外

したものが、最低賃金の対象になります。
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる
賃金（時間外割増賃金など）

④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
（休日割増賃金など）
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払わ
れる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超
える部分（深夜割増賃金など）

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

地域別最低賃金及び特定最低賃金ともに、時間額のみの表示となっていますので、実際の賃金が最低賃金額以上となっ
ているかどうかを調べるには(2)に記載した最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。

■減額の特例
しかし、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれな

どがあるため、次の①～⑤に該当する労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃
金の減額の特例が認められています。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
②試の使用期間中の方
③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
④軽易な業務に従事する方
⑤断続的労働に従事する方
減額の特例許可を受けようとする使用者は、所定の様式による申請書２通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県

労働局長に提出してください。

月給制の場合の比較方法の例

徳島県最低賃金額は896円（時間額）ですので、
月給 155,000円

―――――――――――― = 901.16 > 896円
172

したがって、この場合は最低賃金額を上回ることとなります。

徳島県で働くAさんの労働時間と月給は、
●1日の所定労働時間 8時間
●年間所定労働日数 258日
●年間総所定労働時間 2,064時間

（8時間×264日）
●1か月の平均所定労働時間 172時間

（2,064時間÷12か月）
●月給 155,000円

① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額（時間額）

② 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

③月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

④出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、

当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した
総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額
（時間額）と比較します。

⑤ 上記①、②、③、④の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当（職務手当など）が月給制

などの場合は、それぞれ上記②、③の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額（時間額）を比較します。

▶最低賃金の対象となる賃金の例

賃金 定期給与

臨時の賃金
（結婚手当等）

賞与など

所定内
給与

所定外
給与

時間外勤務手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

但し、精皆勤手当、
通勤手当、家族手
当は対象外です。

最低賃金の対象

✅ ウェブで最低賃金がチェックできます 🔎

https://pc.saiteichingin.info/

最低賃金特設サイト

基本給

諸手当
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　（平成22～令和５年度）

年     度 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

改正前時間額 633円 645円 647円 654円 666円 679円 695円 716円 740円 766円 793円 796円 824円 855円

改正後時間額 645円 647円 654円 666円 679円 695円 716円 740円 766円 793円 796円 824円 855円 896円

引上額 12円 2円 7円 12円 13円 16円 21円 24円 26円 27円 3円 28円 31円 41円

引上率 1.90% 0.31% 1.08% 1.83% 1.95% 2.36% 3.02% 3.35% 3.51% 3.52% 0.38% 3.52% 3.76% 4.80%

目安額 10円 1円 ４円 10円 13円 16円 21円 24円 25円 26円 － 28円 30円 40円

目安率 1.58% 0.16% 0.62% 1.53% 1.95% 2.36% 3.02% 3.35% 3.38% 3.39% － 3.52% 3.64% 4.68%

引上額-目安額 2円 1円 3円 2円 0円 0円 0円 0円 1円 1円 － 0円 1円 1円

未満率 1.27% 0.80% 1.54% 1.22% 1.26% 1.40% 1.34% 2.06% 1.49% 0.97% 1.63% 1.18% 1.92% 1.56%

影響率 2.45% 0.93% 2.54% 2.17% 2.55% 3.00% 6.88% 5.60% 7.34% 8.75% 5.08% 11.71% 16.43% 14.94%

改正前時間額 770円 773円 775円 780円 788円 798円 810円 824円 840円 857円 873円 875円 876円 876円

改正後時間額 773円 775円 780円 788円 798円 810円 824円 840円 857円 873円 875円 876円 876円 876円

引上額 3円 2円 5円 8円 10円 12円 14円 16円 17円 16円 2円 1円 － －

引上率 0.39% 0.26% 0.65% 1.03% 1.27% 1.50% 1.73% 1.94% 2.02% 1.87% 0.23% 0.11% － －

地域引上との差 -9円 0円 -2円 -4円 -3円 -4円 -7円 -8円 14円 -11円 -11円 -27円 － －

未満率 8.28% 8.65% 7.68% 6.71% 5.41% 1.65% 7.77% 11.61% 10.14% 11.19% 3.02% 5.77% － －

影響率 8.28% 8.65% 7.68% 6.71% 5.41% 1.65% 10.68% 17.00% 12.60% 11.89% 3.81% 6.85% － －

改正前時間額 791円 797円 801円 807円 816円 827円 840円 857円 877円 900円 925円 928円 945円 977円

改正後時間額 797円 801円 807円 816円 827円 840円 857円 877円 900円 925円 928円 945円 977円 1020円

引上額 6円 4円 6円 9円 11円 13円 17円 20円 23円 25円 3円 17円 32円 43円

引上率 0.76% 0.50% 0.75% 1.12% 1.35% 1.57% 2.02% 2.33% 2.62% 2.78% 0.32% 1.83% 3.39% 4.40%

地域引上との差 -6円 2円 -1円 -3円 -2円 -3円 -4円 -4円 20円 -2円 0円 -11円 1円 2円

未満率 2.63% 5.31% 4.41% 9.17% 6.21% 7.40% 7.04% 6.27% 7.47% 7.80% 7.40% 3.81% 2.89% 3.59%

影響率 3.33% 5.54% 5.30% 9.67% 6.73% 9.82% 9.32% 9.27% 12.00% 11.66% 10.89% 7.69% 8.86% 10.41%

改正前時間額 746円 753円 759円 766円 777円 792円 805円 822円 841円 862円 885円 888円 911円 942円

改正後時間額 753円 759円 766円 777円 792円 805円 822円 841円 862円 885円 888円 911円 942円 983円

引上額 7円 6円 7円 11円 15円 13円 17円 19円 21円 23円 3円 23円 31円 41円

引上率 0.94% 0.80% 0.92% 1.44% 1.93% 1.64% 2.11% 2.31% 2.50% 2.67% 0.34% 2.59% 3.40% 4.35%

地域引上との差 -5円 4円 0円 -1円 2円 -3円 -4円 -5円 18円 -4円 0円 -5円 0円 0円

未満率 6.11% 7.62% 8.43% 9.46% 8.76% 2.81% 8.86% 12.32% 10.83% 7.89% 4.99% 1.99% 19.71% 8.86%

影響率 7.93% 12.96% 14.27% 15.62% 22.94% 10.57% 18.95% 23.95% 22.29% 24.09% 9.72% 22.15% 35.69% 41.70%

1）算出は小数点以下第３位を四捨五入している。
2）未満率は、各年度毎の基礎調査時(6月)における改正前の最低賃金額を下回っている労働者の割合
3）影響率は、各年度毎の基礎調査時(6月)における改正後の最低賃金額を下回っている労働者の割合

徳島県最低賃金の改正の推移と目安額、未満率、影響率等

備

考

造
作
材
等

一
般
機
械
器
具

電
気
機
械
器
具

県
最
賃
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最賃額 引上率 最賃額 引上率 最賃額 引上率 最賃額 引上率

日　   額 4,485   2.28     4,497   2.48     4,486   2.28     4,483   2.28     

時 間 額 563     2.36     565     2.73     563     2.36     562     2.18     

日　   額 4,581   2.14     4,599   2.27     4,582   2.14     4,578   2.12     

時 間 額 574     1.95     577     2.12     574     1.95     573     1.96     

日　   額 4,684   2.25     4,709   2.39     4,685   2.25     4,680   2.23     

時 間 額 588     2.44     590     2.25     588     2.44     585     2.09     

日　   額 4,770   1.84     4,802   1.97     4,770   1.81     4,764   1.79     

時 間 額 597     1.53     602     2.03     597     1.53     596     1.88     

日　   額 4,813   0.90     4,849   0.98     4,813   0.90     4,807   0.90     

時 間 額 602     0.84     608     1.00     602     0.84     601     0.84     

日　   額 4,852   0.81     4,891   0.87     4,852   0.81     4,845   0.79     

時 間 額 607     0.83     613     0.82     607     0.83     606     0.83     

日　   額 4,885   0.68 4,926   0.72 4,885   0.68 4,878   0.68

時 間 額 611     0.66 618     0.81 611     0.66 610     0.66

日　 　額 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－ 廃止 　　　　－

時 間 額 611     0.00 618     0.00 611     0.00 611     0.16

15 時 間 額 611     0.00 619     0.16 611     0.00 611     0.00

16 時 間 額 612     0.16 620     0.16 612     0.16 611     0.00

17 時 間 額 615     0.49 625     0.81 614     0.33 613     0.33

18 時 間 額 617     0.33 629     0.64 616     0.33 615     0.33

19 時 間 額 625     1.30 640     1.75 623     1.14 622     1.14

20 時 間 額 632     1.12 651     1.72 631     1.28 630     1.29

21 時 間 額 633     0.16 652     0.15 632     0.16 631     0.16

22 時 間 額 645     1.90 664     1.84 644     1.90 642     1.74

23 時 間 額 647     0.31 667     0.45 647     0.47 645     0.47

24 時 間 額 654     1.08 674     1.05 654     1.08 652     1.09

25 時 間 額 666     1.83 686     1.78 666     1.83 664     1.84

26 時 間 額 679     1.95 702     2.33 680     2.10 677     1.95

27 時 間 額 695     2.36 719     2.42 696     2.35 693     2.36

28 時 間 額 716     3.02 742     3.20 717     3.02 715     3.17

29 時 間 額 740     3.35 766     3.23 739     3.07 737     3.08

30 時 間 額 766     3.51     792     3.39     764     3.38 762     3.39

R元 時 間 額 793     3.52     818     3.28     790     3.40 790     3.67

2 時 間 額 796     0.38     820     0.24     793     0.38 792     0.25

3 時 間 額 824     3.52     848     3.41     821     3.53 820     3.54

4 時 間 額 855     3.76     878     3.54     853     3.90 853     4.02

5 時 間 額 896     4.80     918     4.56     897     5.16 897     5.16

四国各県の地域別最低賃金の推移

徳　　　島 香　　　川 愛　　　媛 高　　　知
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令和６年度 特定最低賃金改正申出書の概要 

特定最低賃金件

名 

（申出内容） 

はん用機械器具、生産用機械器具、業

務用機械器具製造業最低賃金 

(改正) 

電子部品・デバイス・電子回路、電

気機械器具、情報通信機械器具製造

業最低賃金(改正) 

労働組合 

合意内容等 

四国化工機労働組合 

 （5/29）<5/29> 

309人 

PHC労働組合四国地区 

 「4/1」 

167人 

（機関決定日） 

〈合意書日付〉 

ジェイテクト労働組合徳島支部 

 （5/13）<5/13> 

846人 

パナソニックエナジー労働組合連合徳

島支部 

646人 

「協定日」 

［金額］ 

JAM ジェイテクトシーリングテクノ労

働組合 

 （5/15）<5/15> 

246人 

日亜化学共済会 

 （6/12）<6/5> 

7,027人 

人数 全国一般労働組合ナカテツ支部 

 （5/25）<5/25> 

124人 

 

 JAMジェイテクトユニオン 

 （2018/1/1より休止中） 

 

申出受付日 R6/6/17
 

R6/6/12
 

申出労働者数 

（申出労働者の

占める割合） 

 

合計 1,525 

（39.2％） 

 

合計 7,840 

（81.0％） 

産業従事者数 

（適用労働者数） 

事業所数 

4,263 

（3,882） 

156事業所 

9,779 

（9,676） 

24事業所 

申出ケース 公正競争
 

公正競争
 

申出必要者数 1,294 3,226 

時間換算額 

最も低いもの 
記載なし 1,195円 

 

(用語説明) 

 機関決定：労働組合において最低賃金改正の申し出を決定すること 
 合意書：労働組合と使用者の間において最低賃金改正の必要について合意をした労使協定書 
 金額付き協定書：企業内において最低賃金額を取り決めた労使協定書。月額、時間額双方が設定され
ている場合には時間額を記載 
 適用労働者数：平成 28年総務省経済センサス基礎調査を基に、令和 4年に実施した基礎調査の結果か
ら推計した適用除外労働者数を減じた人数（令和 5年 1 月 賃金室） 
 申出必要労働者数：適用労働者数の概ね３分の１ 
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特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数 

 

 

令和６年１月 

徳島労働局労働基準部賃金室 

産 業 名 
適用 

使用者数 

産業従事労働者数(人)※１ 

(特定最低賃金適用労働者数(人))※２ 

造作材・合板・建築用組立材料製

造業 
３４ 

６８５ 

（６３３） 

はん用機械器具製造業、生産用

機械器具製造業、業務用機械器

具製造業 

１５６ 
４，２６３ 

（３，８８２） 

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器

具製造業 

２４ 
９，７７９ 

（９，６７６） 

※１ 産業従事労働者数は、令和３年経済センサスを基礎資料としている。 

※２ 特定最低賃金適用労働者数(カッコ内)については、産業従事労働者数から「令和５年

最低賃金に関する基礎調査」の結果に基づき推計した適用除外労働者数を減じた人数で、

各産業別最低賃金の適用労働者数にあたる。 
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最賃額 引上額 最賃額 引上額 最賃額 引上額 最賃額 引上額

H19 時 間 額 779      10 780      10 770      10 -

20 時 間 額 789      10 791      11 779      9 -

21 時 間 額 791      2 794      3 781      2 -

22 時 間 額 797      6 801      7 788      7 -

23 時 間 額 801      4 806      5 792      4 -

24 時 間 額 807      6 813      7 798      6 -

25 時 間 額 816      9 823      10 807      9 -

26 時 間 額 827      11 836      13 820      13 -

27 時 間 額 840      13 850      14 835      15 -

28 時 間 額 857      17 869      19 856      21 -

29 時 間 額 877      20 890      21 877      21 -

30 時 間 額 900      23 915      25 902      25 -

R元 時 間 額 925      25 940      25 927      25 -

2 時 間 額 928      3 943      3 930      3

3 時 間 額 945      17 970      27 957      27 -

4 時 間 額 977      32 1,000    30 963      6 -

5 時 間 額 1,020    43 1,040    40 997      34 -

最賃額 引上額 最賃額 引上額 最賃額 引上額 最賃額 引上額

H19 時 間 額 733      11 733      11 732      11 721      10

20 時 間 額 743      10 743      10 742      10 730      9

21 時 間 額 746      3 746      3 745      3 731      1

22 時 間 額 753      7 753      7 753      8 738      7

23 時 間 額 759      6 759      6 760      7 738      0

24 時 間 額 766      7 767      8 767      7 741      3

25 時 間 額 777      11 777      10 778      11 745      4

26 時 間 額 792      15 790      13 792      14 750      5

27 時 間 額 805      13 805      15 808      16 756      6

28 時 間 額 822      17 822      17 829      21 766      10

29 時 間 額 841      19 841      19 849      20 776      10

30 時 間 額 862      21 862      21 870      21 788      12

R元 時 間 額 885      23 883      21 892      22 793      5

2 時 間 額 888      3 886      3 895      3 793      0

3 時 間 額 911      23 913      27 921      26 793      0

4 時 間 額 942      31 942      29 947      26 793      0

5 時 間 額 983      41 982      40 987      40 793      0
注： 徳島県、香川県、愛媛県は、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業。

高知県は、電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業。

電子部品・デバイス・電子回路等製造業最低賃金

徳　　　島 香　　　川 愛　　　媛 高　　　知

四国各県の特定最低賃金の推移

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
徳　　　島 香　　　川 愛　　　媛 高　　　知
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消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。

 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。

 

・
輸
出
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら

れ
る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
緩
や
か
に
改

善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
上
昇
し
て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る

が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。

 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
見
ら
れ
る
。 

・
輸
出
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら

れ
る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
緩
や
か
に
改

善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
上
昇
し
て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る

が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。

 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
見
ら
れ
る
。 

・
輸
出
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら

れ
る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
こ
の
と
こ
ろ
上
昇
テ
ン
ポ
が
緩

や
か
に
な
っ
て
い
る
。

 

徳 島 県 金 融 経 済 概 況 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個

人
消
費
は
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横
ば

い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持

ち
直
し
の
動
き
が
一
服
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、

企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い

る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
を
み
る
と
、
労
働
需
給
は

緩
や
か
に
改
善
し
て
お
り
、
雇
用
者
所
得
は
改
善

に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
間
、
企
業
の
業
況
感

は
、
横
ば
い
と
な
っ
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

い
る
。
 

  

す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個
人

消
費
は
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横
ば
い

圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持
ち

直
し
の
動
き
が
一
服
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、

企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い

る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
を
み
る
と
、
労
働
需
給
は

引
き
締
ま
っ
た
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
雇
用
者
所

得
は
改
善
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て

い
る
。
 

  す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個

人
消
費
は
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横
ば

い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持

ち
直
し
の
動
き
が
一
服
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、

企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い

る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
を
み
る
と
、
労
働
需
給
は

引
き
締
ま
っ
た
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
雇
用
者
所

得
は
改
善
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

  す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
。
個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は

持
ち
直
し
の
動
き
が
一
服
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

中
、
企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ

て
い
る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
を
み
る
と
、
緩
や
か

に
改
善
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
企
業
の
業
況
感
は
、

非
製
造
業
を
中
心
に
悪
化
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

  す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
。
個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は

持
ち
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産

は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・

所
得
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

  す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
。
個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は

持
ち
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産

は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・

所
得
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
こ
の

間
、
企
業
の
業
況
感
は
、
改
善
し
て
い
る
。
 

徳 島 経 済 レ ポ ー ト 

持
ち
直
し
傾
向
に
あ
る
。
 

 

景
況
を
み
る
と
、
生
産
の
一
部
に
弱
さ
が
み
ら

れ
る
が
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
前
年
を
上
回
っ

て
推
移
し
て
い
る
。
景
気
は
「
持
ち
直
し
傾
向
に

あ
る
」
と
上
方
修
正
し
た
。
消
費
を
中
心
に
ア
フ

タ
ー
コ
ロ
ナ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
一
方
、
物
価
上

昇
に
よ
る
動
向
の
変
化
な
ど
に
注
視
が
必
要
で
あ

る
。

 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
生
産
の
一
部
に
弱
さ
が
み
ら

れ
る
が
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
前
年
を
上
回
っ

て
推
移
し
て
い
る
。
景
気
は
「
緩
や
か
に
回
復
し

て
い
る
」
と

2
カ
月
連
続
で
上
方
修
正
し
た
。
ア

フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
で
消
費
の
回
復
が
進
む
一
方
、
こ

の
動
き
が
持
続
す
る
か
ど
う
か
注
視
が
必
要
で
あ

る
。
 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
生
産
の
一
部
に
弱
さ
が
み
ら

れ
る
が
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
前
年
を
上
回
っ

て
推
移
し
て
い
る
。
景
気
は
「
緩
や
か
に
回
復
し

て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い
た
。
物
価
高
や
長

引
く
残
暑
に
よ
る
消
費
動
向
の
変
化
に
注
視
が
必

要
で
あ
る
。
 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
前
年

を
上
回
っ
て
推
移
し
て
い
る
。
景
気
は
「
緩
や
か

に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い
た
。
物

価
、
賃
金
、
天
候
に
よ
る
消
費
動
向
の
変
化
に
注

視
が
必
要
で
あ
る
。

 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
総
じ

て
回
復
が
続
い
て
い
る
。
景
気
は
「
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い
た
。
物
価
、

賃
金
、
天
候
に
よ
る
消
費
動
向
の
変
化
に
注
視
が

必
要
で
あ
る
。
 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 景
況
を
み
る
と
、
小
売
・
宿
泊
・
旅
行
は
総
じ
て

回
復
が
続
い
て
い
る
。
景
気
は
「
緩
や
か
に
回
復

し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い
た
。
物
価
高
に

よ
る
買
い
控
え
や
、
暖
冬
に
よ
る
消
費
動
向
の
変

化
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。

 

職
業

安
定

業
務

統
計

速
報
 

  求
人
の
動
き
は
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

 
足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

17

okadahd
Image
ここにメモを書いてください。



令
和

6
年
 
月
例
経
済
報
告
（
基
調
判
断
）

 

   

１
 
月
 

２
 
月
 

３
 
月
 

４
 
月
 

５
 
月
 

６
 
月
 

月 例 経 済 報 告
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
足
踏
み
も
み
ら
れ

る
が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。
 

 
景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
も
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。（

6/
28
）
 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
一
部
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る

が
、
緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。

 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
輸
出
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏

み
が
み
ら
れ
る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
の
兆
し
が
み
ら
れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
こ
の
と
こ
ろ
緩
や
か
に
上
昇
し

て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
が
、
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
輸
出
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏

み
が
み
ら
れ
る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
に
向
か
っ
て
い
た
も
の
の
、

一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生
産
・
出
荷
停
止
の
影
響

に
よ
り
、
こ
の
と
こ
ろ
生
産
活
動
が
低
下
し
て
い
る
。 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
こ
の
と
こ
ろ
緩
や
か
に
上
昇
し

て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
が
、
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
輸
出
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏
み
が
み
ら
れ

る
。

 

・
生
産
は
、
持
ち
直
し
に
向
か
っ
て
い
た
も
の
の
、

一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生
産
・
出
荷
停
止
の
影
響

に
よ
り
こ
の
と
こ
ろ
生
産
活
動
が
低
下
し
て
い
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
が
、
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
輸
出
は
、
持
ち
直
し
に
向
か
っ
て
い
た
も
の
の
、

一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生
産
・
出
荷
停
止
の
影
響

に
よ
り
、
こ
の
と
こ
ろ
生
産
活
動
が
低
下
し
て
い
る
。 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

製
造
業
の
一
部
で
は
、
一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生

産
・
出
荷
停
止
に
よ
る
影
響
が
み
ら
れ
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
が
、
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
輸
出
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏
み
が
み
ら
れ

る
。

 

・
生
産
は
、
一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生
産
・
出
荷

停
止
の
影
響
に
よ
り
、
生
産
活
動
が
低
下
し
て
い
た

が
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

製
造
業
の
一
部
で
は
、
一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生

産
・
出
荷
停
止
に
よ
る
影
響
が
み
ら
れ
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。

 

景
気
は
、
こ
の
と
こ
ろ
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
が
、
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
。

  

・
個
人
消
費
は
、
持
ち
直
し
に
足
踏
み
が
み
ら
れ
る
。 

・
設
備
投
資
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
輸
出
は
、
持
ち
直
し
の
動
き
に
足
踏
み
が
み
ら
れ

る
。

 

・
生
産
は
、
こ
の
と
こ
ろ
持
ち
直
し
の
動
き
が
み
ら

れ
る
。

 

・
企
業
収
益
は
、
総
じ
て
み
れ
ば
改
善
し
て
い
る
。

企
業
の
業
況
判
断
は
、
改
善
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

製
造
業
の
一
部
で
は
、
一
部
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
生

産
・
出
荷
停
止
に
よ
る
影
響
が
み
ら
れ
る
。

 

・
雇
用
情
勢
は
、
改
善
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

 

・
消
費
者
物
価
は
、
緩
や
か
に
上
昇
し
て
い
る
。

 

徳 島 県 金 融 経 済 概 況 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
。
個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は

持
ち
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産

は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・

所
得
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

 

す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
。

個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、

着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横
ば
い

圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持
ち

直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・
所
得

情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
堅
調
に
推
移
し
て
い

る
。
個
人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
着
実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横

ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は

持
ち
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産

は
横
ば
い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・

所
得
情
勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個

人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
着

実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
横
ば
い
圏

内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持
ち
直

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産
は
横
ば

い
圏
内
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・
所
得
情

勢
は
、
緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
て
い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個

人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
着

実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
弱
め
の
動

き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持
ち
直
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内

の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
は
、

緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。
 

徳
島
県
内
の
景
気
は
、
持
ち
直
し
の
ペ
ー
ス
が

鈍
化
し
て
い
る
。
 

 す
な
わ
ち
、
設
備
投
資
は
増
加
し
て
い
る
。
個

人
消
費
は
物
価
上
昇
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
着

実
に
持
ち
直
し
て
い
る
。
住
宅
投
資
は
弱
め
の
動

き
と
な
っ
て
い
る
。
 公

共
投
資
は
持
ち
直
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
中
、
企
業
の
生
産
は
横
ば
い
圏
内

の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
・
所
得
情
勢
は
、

緩
や
か
に
改
善
し
て
い
る
。（

6/
10
）
 

徳 島 経 済 レ ポ ー ト 

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
一
服
感
が
み
ら
れ
る
も
、
全

体
と
し
て
回
復
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
景
気
は
「
緩

や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い
た
。

物
価
高
に
よ
る
買
い
控
え
や
、
暖
冬
に
よ
る
消
費

動
向
へ
の
影
響
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。

 

一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
個
人
消
費
に
一
服
感
が
み
ら

れ
る
。
景
気
は
「
一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
引
き
下
げ

た
。
物
価
の
高
止
ま
り
に
よ
る
個
人
消
費
動
向
の

変
化
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
 

一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
個
人
消
費
に
一
服
感
が
み
ら

れ
る
。
景
気
は
「
一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い

た
。
物
価
と
賃
上
げ
の
動
向
に
と
も
な
う
個
人
消

費
の
変
化
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
 

一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
個
人
消
費
に
一
服
感
が
み
ら

れ
る
。
景
気
は
「
一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い

た
。
物
価
と
賃
上
げ
の
動
向
に
と
も
な
う
個
人
消

費
の
変
化
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
(N
o4
78
) 

一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回

復
し
て
い
る
 

 

景
況
を
み
る
と
、
個
人
消
費
に
一
服
感
が
み
ら

れ
る
。
景
気
は
「
一
部
に
一
服
感
が
み
ら
れ
る
が
、

緩
や
か
に
回
復
し
て
い
る
」
と
判
断
を
据
え
置
い

た
。
物
価
と
賃
上
げ
の
動
向
に
と
も
な
う
個
人
消

費
の
変
化
に
注
視
が
必
要
で
あ
る
。
(N
o4
79
 

5/
29
) 

回
復
の
ペ
ー
ス
が
鈍
化
し
つ
つ
あ
る
 

  景
況
を
み
る
と
、
個
人
消
費
は
横
ば
い
で
留
ま
っ

て
お
り
「
回
復
の
ペ
ー
ス
が
鈍
化
し
つ
つ
あ
る
」

と
判
断
を
引
き
下
げ
た
。
物
価
、
賃
上
げ
、
定
額

減
税
の
影
響
に
伴
う
個
人
消
費
の
変
化
に
注
視
が

必
要
で
あ
る
。
(N
o4
80
 
6/
26
) 

職
業

安
定

業
務

統
計

速
報
 

  
 

一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 一
部
産
業
に
底
堅
い
推
移
が
み
ら
れ
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
(4
/2
5)
 

 求
人
が
求
職
を
上
回
っ
て
推
移
し
て
い
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
(5
/3
0)

 

 求
人
が
求
職
を
上
回
っ
て
推
移
し
て
い
る
も
の

の
、
求
人
は
緩
や
か
に
減
少
し
て
い
る
。
 

足
元
の
経
済
情
勢
等
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
に

は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
(6
/2
7)
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T
D
B

徳
島
県
内
の
倒
産
件
数
・
負
債
総
額
の
推
移

1
　
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
(T
D
B
)

令
和
６
年

令
和
５
年

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

1
月

2
5

1
2

4
5

0
1

1
月

２
月

0
2

7
0

6
1

2
1

２
月

３
月

9
2

3
3

7
3

8
3

３
月

４
月

1
3

1
2

5
8

4
0

４
月

５
月

3
5

3
3

4
1

1
4

５
月

６
月

3
0

3
9

2
0

4
６
月

７
月

2
3

5
4

2
3

1
７
月

８
月

4
4

1
3

1
2

4
８
月

９
月

3
3

3
4

5
0

4
９
月

1
0
月

3
1

0
2

2
3

1
1
0
月

1
1
月

2
3

2
3

3
2

2
1
1
月

1
2
月

3
1

1
0

6
3

9
1
2
月

合
計

1
5

3
7

3
0

2
5

5
1

3
9

2
8

3
4

合
計

1
～
5

月
計

1
5

1
7

1
5

1
0

2
6

1
8

1
5

9
1
～
5

月
計

（注
１
）　
負
債
１
，
０
０
０
万
円
以
上
の
企
業
倒
産
（資

料
出
所
・・
・帝

国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
徳
島
支
店
）

（注
２
）　
平
成
１
７
年
４
月
以
降
、
倒
産
集
計
基
準
の
変
更
（倒

産
五
法
に
よ
る
法
的
整
理
の
み
集
計
）

3
7

3
7
5

1
5
0

3
1
1

3
,2
7
6

2
,1
2
8

5
,2
2
2

8
,7
9
0

1
,8
0
0

2
7
3

3
1
0

3
2
0

2
0
8

1
6
3

6
2

1
,0
1
7

5
0

5
,5
2
6

3
,7
7
6

1
,8
2
8

2
,1
0
4

6
,9
0
2

3
,8
2
6

5
,5
9
1

1
0

0
1
2
0
3

1
1
3

1
,1
4
4

1
,7
7
0

6
1
3

6
5
9

3
0
6

3
0
0

0
3
5
0

2
1
2

9
7
7

1
6

5
4
9

3
7
9

6
1
2

0
8
3
1

4
0

9
1

5
5

1
7
1

8
3
6

8
3
6

3
8
3

4
7

4
3
1

5
0

2
1
7

1
4
4
8

3
3
8

0
3
1
0

1
0
9

1
,3
2
0

9
3

1
6
0

8
8
5

4
2
3

2
0
8

1
,2
4
5

1
4
2

0

1
0

8
3
8

2
,6
2
2

1
,1
1
2

1
,3
9
1

1
,1
8
0

4
3
0

6
5
7

6
7
0

0
2
9

負
債
総
額

（
百
万
円
）

負
債
総
額

（
百
万
円
）

負
債
総
額

（
百
万
円
）

負
債
総
額

（
百
万
円
）

負
債
総
額

(百
万
円
）

月
月

令
和
３
年

令
和
２
年

平
成
3
1
年
・
令
和
元
年

平
成
3
0
年

平
成
2
9
年

負
債
総
額

（
百
万
円
）

負
債
総
額

（
百
万
円
）

令
和
４
年

負
債
総
額

（
百
万
円
） 7
0

1
,8
7
5

0
7
1
9

6
5
6

1
3
5

5
,3
8
0

9
8
5 0

1
,4
9
0

3
3
4

1
3
5

7
4

2
,4
0
0

5
0

8
7
6

2
5

8
,3
1
4

6
0 0

3
3
9

5
0

3
6
8

8
1
7
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徳島労働局賃金室まとめ

社数・組合数 妥結額 賃上げ率 社数・組合数 妥結額 賃上げ率 額 ポイント比

厚生労働省（民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況）
令和５年8月4日発表

364社 11,245円 3.60%
対象等

6/5 昨年同時期 6/5
定昇相当分　込み賃上げ計

合計 4,938組合 15,236円 5.08% 4,475組合 10,807円 3.66% 4,429円 +1.42

300人未満計 3,516組合 11,361円 4.45% 3,144組合 8,328円 3.36% 3,033円 +1.09

300人以上計 1,422組合 15,784円 5.16% 1,331組合 11,147円 3.69% 4,637円 +1.47

1,000人以上 488組合 16,211円 5.19% 446組合 11,519円 3.73% 4,692円 +1.46

日本経団連

5/20 昨年同時期 5/19

89社 19,480円 5.58% 92社 13,110円 3.91% +1.67

3.88

2024年6月13日公表 2023年6月23日集計結果

製造業平均 148社 11,042円 4.12% 175社 8,349円 3.10% 2,693円 +1.02

非製造業平均 78社 9,286円 3.53% 102社 7,076円 2.68% 2,210円 +0.85

総平均 226社 10,420円 3.92% 277社 7,864円 2.94% 2,556円 +0.98

徳島県経営者協会（2023/6/23現在）
5/27 昨年同時期

48社 8,608円 3.10% 同一社での比較 7,166円 2.72% 1,442円 +0.38

【参考資料】
日本商工会議所・東京商工会議所
「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果　2024年6月5日　賃上げ額・率の調査は今回が初めてになる。
全国1,979社から得た回答を基に「正社員」と「パート・アルバイト等」別に一人あたりの賃金額の変化を把握したもの。
正社員（月給） 人数 賃上げ額 賃上げ率
　全体 1,586 9,662円 3.62%
　20人以下 709 8,801円 3.34%

パート・アルバイト等（時給） 賃上げ額 賃上げ率
　全体 1,070 37.6円 3.43%
　20人以下 450 43.3円 3.88%
賃上げ額・率は加重平均

令和６年　春季賃上げ　回答妥結状況
令和6年6月14日

令和６年妥結状況 令和５年実績 対前年比

令和６年妥結状況 令和５年 対前年比

連合(令和6年6月5日第6回 集計、平均賃金方式による組合員数での加重平均）第7回7/3(最終)

中間集計

　妥結額（定期昇給込みの賃上げ額）などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員
1,000人以上の労働組合のある企業。数値は各企業の組合員数による加重平均であ
る。
　妥結額は、原則として定期昇給込みの賃上げ額を用いたが、一部に年齢ポイント（30、
35歳など）での妥結額（定期昇給込みの賃上げ額）を含んでいる。

春季労使交渉・大手企業業種別回答状況[了承・妥結含](加重平均)(第１回2024年5月20日発表)最終集計8月初

・中小企業（500人未満17業種754社対象、288社の回答を把握、このうち11社は平均金額不
明等のため除外、上記は定期昇給（賃金体系）含む、加重平均

春季労使交渉・中小企業業種別回答状況[了承・妥結含](加重平均)(第１回2024年6月13日発表)最終集計8月
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 1 

2024年 4月 24日 

公益財団法人徳島経済研究所 

 

県内企業の賃上げ等に関する調査結果 

 

１．賃金の決定状況について 

 

（１）調査時点における決定の状況 

 

「実施済み」「決定済み」「見込みの段階」を合わせた比率は前年同調査比＋2.2 ﾎﾟｲﾝﾄにとどまる 

 

調査時点における定期昇給･賃上げなどの決定の状況をみると（回

答数233社）、「実施済み」「決定済み」「見込みの段階」を合わせ

た比率が 55.4％であり、前年同調査と比べ＋2.2 ﾎﾟｲﾝﾄにとどまって

いる。最も多いのは前年と同様に「検討中の段階」であり、33.0％

（同▲2.0 ﾎﾟｲﾝﾄ）となっている。 

※以上 4つの選択肢は、「定期昇給や賃上げを実施しない」旨の 

決定・見込み・検討も含まれている。 

今年の春闘では連合が「５％以上」を目標として掲げ、多くの大企

業でこの水準を上回る決定が早々になされている。一方、県内企業

を対象に本調査を実施した 3 月の時点では、こうした動向を見極め

ている段階の企業が前年と同様に約 3分の 1を占める。大企業を中

心とする賃上げの決定時期の早期化は、中小企業が主体の県内企業

にはそのまま当てはまっていない実態が示されている。 

 

（２）賃上げ等の内容 

 

ベースアップを実施する企業の比率は 48.1％（同＋6.3 ﾎﾟｲﾝﾄ）とやや上昇 

    上記(1)で「実施済み」～「検討中の段階」と回答した 206社の賃上げ等の内容をみると、「定期昇給のみ実施」

が最も高く22.8％（前年比▲7.5 ﾎﾟｲﾝﾄ）となった。「定期昇給ベースアップを実施」「定期昇給、ベースアップ、

手当変更･新設を実施」などベースアップを伴う踏み込んだ賃上げを実施する企業の比率は、48.1％（同＋6.3 ﾎﾟ

ｲﾝﾄ）を占め前年に比べやや上昇した。「検討中」が13.6％（同＋3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ）となったこともあって、『賃上げ

を実施する（定期昇給、ベースアップ、手当変更･新設の少なくとも１つ以上）』比率は79.1％と同▲4.4 ﾎﾟｲﾝﾄ

低下している。財務省「地域企業における賃上げ等の動向について（特別調査）」（4月22日公表･調査期間：3

月中旬～4月中旬）では、今春ベースアップを実施した中堅･中小企業等の比率が 63.1％であった。本アンケート

調査の対象も県内中小企業が大宗を占めていることから、調査時期に若干の違いがあるとはいえ、ベースアップ

を実施する企業の割合は、徳島が全国を下回っている。 

47社,22.8%

16社,7.8% 8社,3.9%

33社,16.0% 45社,21.8%

9社,4.4%

5社,2.4%

28社,13.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（206社）

＜賃上げ等の内容＞

定期昇給のみ         のみ 手当のみ

定昇          手当

検討中

実施せず

8社,3.9%

その他

定昇         定昇 手当

         手当

実施済み,

36社,15.5%

決定済み,

40社,17.2%

見込みの段階, 

53社, 22.7%

検討中の段階, 

77社, 33.0%

未検討の

段階, 

25社, 
10.7%

わからない,

2社,0.9%

全233社

＜調査時点での決定状況＞
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 2 

２．今春の初任給について 

 

「引き上げる」企業の比率が上昇（同＋11.1 ﾎﾟｲﾝﾄ） 

 

今春の初任給について、「前年支給額より引き上げる」企業の比  

率は37.8％と前年に比べ 11.1 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇した。「前年支給額据え置  

き」は17.6％で同7.6 ﾎﾟｲﾝﾄ低下した。「今春は新入社員採用せず」 

が43.3％で同2.4 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇した。 

 前年同調査では引き上げと据え置きがほぼ同じ水準であったが、  

今年は引き上げが大きく上回っており、先述のやや慎重さがみられ 

た賃上げとは異なる動きとなっている。 

なお、採用せずと回答した企業の中には採用したくてもできない 

企業が少なくはないと考えられ、総じて若年層の確保に苦心してい 

る企業が多い実情がうかがわれる。 

 

３．賃金、初任給の決定に際し重視すること 

 

「人材の確保」「今後の業績見通し」や「社会的水準」「物価水準」を重視する比率が高まっている 

 

賃金・初任給の決定に際し重視

することでは、「現在の会社の業績」

が前年に引き続き最も高い比率と

なった。 

前年同調査を 5 ﾎﾟｲﾝﾄ以上上回

っている項目は「人材の確保、流

出防止」「今後の会社の業績見通

し」、「社会的水準」「物価水準」、

「景気動向と見通し」となってい

る。特に、「人材の確保、流出防止」

がより重視されていることと、こ

れとの関連性が高い「社会的水準」

「物価水準」といった外部要因の

影響度の高まりが目立つ。 

 業種別でみると、製造業が非製

造業を 5ポイント以上上回ってい

る項目は「現在の会社の業績」「社

会的水準」「景気動向と見通し」で

あり、逆に非製造業が製造業を 5

ポイント以上上回っている項目は

「人材の確保、流出防止」、「同業

他社の水準」「今後の会社の業績見

通し」となった。賃金、初任給の

決定に際しては、非製造業が人材の確保や同業他社の支給水準･動向をより強く意識していることがうかがわれ

る結果となっている。 

 

 

調査方法 アンケート方式による調査 

対象企業 408社 

回答企業 233社（調査期間 2024年3月1日～4月1日・回答率 57.1％） 

（担当：上席研究員 蔭西 義輝 088-652-7181） 

前年支給額より

引き上げ, 

88社, 37.8%

前年支給額

据え置き,

41社,17.6%

今春は新入社員

採用せず, 101社, 
43.3%

その他,

3社,1.3%

全233社

＜今春の初任給＞
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54.1

59.2

0 20 40 60 80

その他：⑬

職種別賃金制度の導入、拡大：⑪

成果主義型制度の導入、拡大：⑩

組合の要求、労使間の協議：⑫

昨年の賃金改定実績：⑨

景気動向と見通し：⑧

物価水準：⑦

今後の会社の業績見通し：⑥

同業他社の水準：③

従業員のモチベーション向上：④

人材の確保、流出防止：⑤

社会的水準：②

現在の会社の業績：①

（％）＜賃金・初任給の決定に際し重視すること（複数回答）＞

全業種 233社

製造業 60社

非製造業 173社

注１：各項目の右に表示している数字は、当研究所が2023年3月に実施した同じ調査での「賃金 初任給の決定

に際し重視すること」における比率順を表している。

注２：カッコ内の数値は前年度同調査の比率
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※
6
年
4
月
判
断
は
、
前
回
6
年
1
月
判
断
以
降
、
足
下
の
状
況
ま
で
を
含
め
た
期
間
で
判
断
し
て
い
る
。

1

〔
先
行
き
〕

先
行
き
に
つ
い
て
は
、
雇
用
・
所
得
環
境
が
改
善
す
る
下
で
、
各
種
政
策
の
効
果
も
あ
っ
て
、
持
ち
直
し
が
続
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
物
価

上
昇
、
金
融
資
本
市
場
の
変
動
等
の
影
響
に
十
分
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
国
財
務
局
管
内
経
済
情
勢
報
告

項
目

令
和
6
年
1
月
判
断

令
和
6
年
4
月
判
断

1
月
判
断

と
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比
較
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持
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て
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る
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進
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の
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進
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緩
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上
回
っ
て
い
る

前
年
度
並
み
と
な
っ
て
い
る

住
宅
建
設

前
年
を
上
回
っ
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5
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回
る
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込
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前
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上
回
る
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込
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企
業
収
益
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込
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益
見
込
み

令
和
6
年
1
月
判
断

令
和
6
年
4
月
判
断

総
括
判
断
の
要
点

1
月
判
断

と
の
比
較

総
括
判
断

持
ち
直
し
て
い
る

持
ち
直
し
て
い
る

(3
期
連
続

据
え
置
き
)

個
人
消
費
は
、
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が

堅
調
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
観
光
も
緩
や
か
に
回
復
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
持
ち
直
し
て
い
る
。

生
産
活
動
は
、
電
気
機
械
が
弱
含
ん
で
い
る
も
の
の
、
汎

用
・
生
産
用
機
械
が
持
ち
直
し
て
い
る
ほ
か
、
食
料
品
が

持
ち
直
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
一
進
一
退

の
状
況
に
あ
る
。

雇
用
情
勢
は
、
緩
や
か
に
持
ち
直
し
て
い
る
。

Ⅰ
．
最
近
の
四
国
財
務
局
管
内
の
経
済
情
勢
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3

Ⅱ
．
賃
上
げ
の
動
向
に
つ
い
て
（
特
別
調
査
）

【四
国
財
務
局
公
式
キ
ャラ
クタ
ー
】

2
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（
参
考
）
法
人
企
業
景
気
予
測
調
査

-令
和
6
年
1
月
か
ら
3
月
期
調
査
-

今
年
度
に
お
け
る
利
益
配
分
の
ス
タ
ン
ス

3
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ベ
ア、
定
期
昇
給
を
行
うと
回
答
した
企
業
の
割
合
は
前
年
同
様
に
高
い
水
準
とな
る
一
方
、賞
与
・一
時
金
・手
当
等
増
額
の
割
合
は
低
下
。

賃
金
引
上
げ
の
動
向

6
6
.7
% 7
4
.3
%

3
8
.1
%

4
.8
%

4
.8
%

6
5
.8
%

7
6
.3
%

2
3
.7
%

9
.2
%

2
.6
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・
一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（
金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

【
全
規
模
・
全
産
業
】

【調
査
対
象
】
10
6社
（
大
企
業
：
44
社
、中
堅
企
業
：
31
社
、中
小
企
業
：
31
社
）

※
大
企
業
は
資
本
金
10
億
円
以
上
、中
堅
企
業
は
資
本
金
１
億
円
以
上
10
億
円
未
満
、中
小
企
業
は
資
本
金
1億
円
未
満
。

【用
語
の
定
義
】

・「
ベ
ア
（
ベ
ー
ス
ア
ップ
）
」と
は
、賃
金
表
等
の
改
定
に
よ
り賃
金
水
準
を
引
き
上
げ
る
こと
。

・「
定
期
昇
給
」と
は
、毎
年
一
定
の
時
期
を
定
め
て
、そ
の
企
業
の
昇
給
制
度
に
従
って
行
わ
れ
る
昇
給
。ま
た
、毎
年
時
期
を
定
め
て
行
って

い
る
場
合
は
、能
力
、業
績
評
価
に
基
づ
く査
定
昇
給
な
ども
含
む
。

・「
賞
与
・一
時
金
・手
当
」と
は
、１
年
間
に
お
け
る
賞
与
、期
末
手
当
等
特
別
給
与
額
（
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ
ス
）
を
い
う。
支
給
事
由
の
発

生
が
不
確
定
な
手
当
や
、新
しい
協
約
に
よ
る
給
与
の
追
給
額
も
含
ま
れ
る
。

➢
離
職
防
止
対
策
や
新
卒
採
用
強
化
の
観
点
か
ら
、
ベ
ア
と
定
期
昇
給
は
同
水
準
の
ア
ッ
プ
を
継
続
。

【中
堅
/は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業
】

➢
2
0
2
3
年
度
に
は
特
別
手
当
を
支
給
し
た
が
、
2
0
2
4
年
度
は
ベ
ア
と
し
て
実
施
。

【中
堅
/小
売
業
】

➢
定
期
昇
給
や
賞
与
の
引
き
上
げ
に
よ
り
人
材
の
流
出
を
避
け
た
い
。
【中
小
/小
売
業
】

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
2
3年

度
）
：
10
5社

(全
1
06
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」

1社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
2
4年

度
）
：
76
社
（
全
1
06
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
30
社
除
く
）
※
複
数
回
答
可

5
8
.1
%

6
1
.3
%

4
5
.2
%

3
.2
%

3
.2
%

6
0
.9
% 6
9
.6
%

3
0
.4
%

0
.0
%

0
.0
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・
一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（
金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
31
社
（
全
31
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
な
し
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
23
社
（
全
31
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
8社

除
く
）
※
複
数
回
答
可

① ② ③ ④ ⑤

【
中
堅
企
業
】

5
8
.1
%

7
1
.0
%

3
8
.7
%

6
.5
%

6
.5
%

5
7
.7
%

6
9
.2
%

1
9
.2
%

3
.8
%

7
.7
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・
一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（
金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
31
社
（
全
31
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
な
し
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
26
社
（
全
31
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
5社

除
く
）
※
複
数
回
答
可

① ② ③ ④ ⑤

【
中
小
企
業
】

（
1）
20
23
～
20
24
年
度
に
お
け
る
従
業
員
の
賃
金
引
上
げ
の
動
向
（
20
24
年
度
は
予
定
を
含
む
）

① ② ③ ④ ⑤

賃
上
げ
の
動
向
【
正
規
】
①

7
9
.1
% 8
6
.0
%

3
2
.6
%

4
.7
%

4
.7
%

7
7
.8
% 8
8
.9
%

2
2
.2
%

2
2
.2
%

0
.0
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・
一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（
金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
2
3年

度
）
：
43
社
（
全
44
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」

1社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
2
4年

度
）
：
27
社
（
全
44
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
17
社
除
く
）
※
複
数
回
答
可

【
大
企
業
】

① ② ③ ④ ⑤

4
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ベ
ア
＋
定
期
昇
給
分
の
年
収
ベ
ー
ス
で
、「
5％
以
上
」及
び
「3
~
4％
未
満
」と
回
答
した
企
業
の
割
合
が
最
も
高
い
。

前
年
に
比
べ
、大
企
業
で
「5
%
以
上
」、
中
堅
企
業
で
「4
~
5%
未
満
」、
中
小
企
業
で
「3
~
4%
未
満
」と
回
答
した
企
業
の
割
合
が
高
い
。

20
24
年
度
の
賃
金
引
上
げ
率
（
20
23
年
度
との
比
較
）

（
2）
ベ
ア
また
は
定
期
昇
給
を実
施
した
企
業
に
お
け
る
「ベ
ア＋
定
期
昇
給
分
の
年
収
ベ
ー
ス
」の
引
上
げ
率

1
5
.4
%

1
4
.3
%

7
.7
%

7
.1
%

2
3
.1
%

2
8
.6
%

2
3
.1
%

2
1
.4
%

2
3
.1
%

2
1
.4
%

7
.7
%

7
.1
%

【
中
小
企
業
】

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
26
社
（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
28
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」

2
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
14
社
（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
24
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
10
社
除
く
）

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

2
9
.0
%

5
7
.1
%

3
5
.5
%

0
.0
%

1
2
.9
%

2
8
.6
%

1
9
.4
% 1
4
.3
%

3
.2
%

0
.0
%

0
.0
%

0
.0
%

【
大
企
業
】 有
効
回
答
社
数

上
段
（
2
02
3年

度
）
：
3
1社

（
(
1)
で
①
、
②
を
回
答
し
た
41
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
10
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
2
02
4年

度
）
：
1
4社

（
(
1)
で
①
、
②
を
回
答
し
た
25
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
11
社
除
く
）

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

2
0
.0
%

2
7
.3
%

2
0
.0
%

1
1
.4
%

1
7
.5
%

2
7
.3
%

2
6
.3
% 2
5
.0
%

1
2
.5
%

6
.8
%

3
.8
%

2
.3
%

【
全
規
模
・
全
産
業
】

有
効
回
答
社
数

上
段
（
2
02
3年

度
）
：
8
0社

（
(
1)
で
①
、
②
を
回
答
し
た
94
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
14
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
2
02
4年

度
）
：
4
4社

（
(
1)
で
①
、
②
を
回
答
し
た
70
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
26
社
除
く
）

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

1
3
.0
%

1
2
.5
%

1
3
.0
%

2
5
.0
%

1
7
.4
%

2
5
.0
%

3
9
.1
%

3
7
.5
%1
3
.0
% 0
.0
%

4
.3
%

0
.0
%

【
中
堅
企
業
】

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
23
社
（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
25
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
2社

除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
16
社
（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
21
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
5社

除
く
）

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

賃
上
げ
の
動
向
【
正
規
】
②

5
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1
8
.9
%

3
6
.5
%

1
7
.5
%

1
5
.1
%

1
9
.6
%

1
9
.2
%2
3
.9
%

1
6
.3
%

1
6
.4
%

1
0
.3
%

3
.8
%

2
.7
%

6
4
.4
%

7
9
.4
%

4
3
.0
%

5
.1
%

3
.3
%

7
0
.7
% 8
1
.9
%

3
4
.3
%

5
.6
%

2
.0
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

「ベ
ア
を
行
った
」、
「定
期
昇
給
を
行
った
」と
回
答
した
企
業
の
割
合
が
高
い
。

【参
考
】賃
金
引
上
げ
の
動
向
と引
上
げ
率
（
四
国
・全
国
）

6
6
.7
% 7
4
.3
%

3
8
.1
%

4
.8
%

4
.8
%

6
5
.8
% 7
6
.3
%

2
3
.7
%

9
.2
%

2
.6
%

①
ベ
ア
を
行
っ
た

②
定
期
昇
給
を
行
っ
た

③
賞
与
・一
時
金
・

手
当
等
増
額
を
行
っ
た

④
そ
の
他
（金
銭
面
の
み
）

⑤
賃
金
引
上
げ
を

行
わ
な
か
っ
た

【
全
規
模
・
全
産
業
】
四
国

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
2
3年

度
）
：
1
05
社
(
全
10
6社

の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」

1社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
2
4年

度
）
：
7
6社

（
全
10
6社

の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
30
社
除
く
）
※
複
数
回
答
可

【調
査
対
象
】
10
6社
（
大
企
業
：
44
社
、中
堅
企
業
：
31
社
、中
小
企
業
：
31
社
）

※
大
企
業
は
資
本
金
10
億
円
以
上
、中
堅
企
業
は
資
本
金
1億
円
以
上
10
億
円
未
満
、中
小
企
業
は
資
本
金
1億
円
未
満
。

【調
査
対
象
】
11
25
社
（
大
企
業
：
48
3社
、中
堅
企
業
：
31
0社
、中
小
企
業
：
32
8社
、商
業
組
合
や
公
的
な
団
体
等
：
4社
）

※
大
企
業
は
資
本
金
10
億
円
以
上
、中
堅
企
業
は
資
本
金
1億
円
以
上
10
億
円
未
満
、中
小
企
業
は
資
本
金
1億
円
未
満
。

【全
国
】

【四
国
】

【参
考
】
(2
)ベ
ア
ま
た
は
定
期
昇
給
を
実
施
した
企
業
に
お
け
る
「ベ
ア＋
定
期
昇
給
分
の
年
収
ベ
ー
ス
」の
引
上
げ
率

2
0
.0
%

2
7
.3
%

2
0
.0
%

1
1
.4
%

1
7
.5
%

2
7
.3
%

2
6
.3
% 2
5
.0
%

1
2
.5
%

6
.8
%

3
.8
%

2
.3
%

【
全
規
模
・
全
産
業
】
四
国

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
2
3年

度
）
：
8
0社

（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
94
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
14
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
2
4年

度
）
：
4
4社

（
(1
)で

①
、
②
を
回
答
し
た
70
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
26
社
除
く
）

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

【参
考
】
(1
)2
02
3～
20
24
年
度
に
お
け
る
従
業
員
の
賃
金
引
上
げ
の
動
向
（
20
24
年
度
は
予
定
を
含
む
）

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
81
1
社
（
(1
)
で
①
、
②
を
回
答
し
た
10
03
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
19
2社

除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
66
8
社
（
(1
)
で
①
、
②
を
回
答
し
た

92
1社

の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
25
3社

除
く
）

【
全
規
模
・
全
産
業
】
全
国

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

① ② ③ ④ ⑤

【
全
規
模
・
全
産
業
】
全
国

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
11
04
社
(全

11
22
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」

18
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
97
0
社
（
全
11
22
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
15
2社

除
く
）
※
複
数
回
答
可

賃
上
げ
の
動
向
【
正
規
】
③

-全
国
と
の
比
較
-

6
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5
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で
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た

②
あ
る
程
度
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保
で
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た

③
十
分
に
は
確
保
で
き
て
い
な
い

④
全
く
確
保
で
き
て
い
な
い

⑤
そ
の
他

製
造
業

非
製
造
業

全
規
模
・
全
産
業
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1
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①
確
保
で
き
た

②
あ
る
程
度
確
保
で
き
た

③
十
分
に
は
確
保
で
き
て
い
な
い

④
全
く
確
保
で
き
て
い
な
い

⑤
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

8
8
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8
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7
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1
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1
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2
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1
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2
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4
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%

9
1
.7
%

8
7
.5
%

5
0
.0
%

8
.3
% 1
6
.7
%

4
.2
%

0
.0
%

8
7
.8
%

7
7
.0
%

5
6
.8
%

9
.5
%

1
4
.9
%

1
4
.9
%

1
.4
%

①
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
、

待
遇
改
善
、
離
職
防
止

②
物
価
上
昇
へ
の
対
応

③
新
規
人
材
の
確
保

④
業
績
（収
益
）好
調

（見
通
し
含
む
）

⑤
同
業
他
社
の
動
向

⑥
労
使
間
交
渉
に
対
応

⑦
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

賃
上
げ
を
実
施
す
る
理
由
は
、「
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョン
の
向
上
、待
遇
改
善
、離
職
防
止
」が
最
多
。

人
材
確
保
へ
の
影
響
は
、「
十
分
に
は
確
保
で
き
て
い
な
い
」と
す
る
回
答
が
多
く、
内
訳
で
は
中
小
企
業
が
最
多
。

賃
上
げ
を
実
施
す
る
理
由
と人
材
確
保
へ
の
影
響

（
3）
20
24
年
度
に
お
け
る
賃
上
げ
を
実
施
す
る
理
由
（
最
大
3項
目
ま
で
回
答
可
）

有
効
回
答
社
数
：
74
社
（
(1
)で

①
～
④
を
選
択
し
た
企
業
）

➢
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
と
物
価
高
騰
へ
の
対
応
。
業
績
好
調
に
よ
っ
て
得
た
利
益

を
賃
上
げ
に
回
す
。
【中
小
/宿
泊
業
】

➢
昨
今
の
物
価
上
昇
等
の
社
会
情
勢
や
従
業
員
組
合
の
ベ
ア
要
求
を
踏
ま
え
、
人
的
資

本
投
資
の
一
環
と
し
て
ベ
ア
を
実
施
。
【大
/銀
行
業
】

➢
企
業
の
存
在
価
値
は
従
業
員
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
。
若
い
人
材
の
確
保
は
、
将
来
的

な
組
織
運
営
上
、
非
常
に
重
要
。
【大
/パ
ル
プ
・紙
・紙
加
工
品
製
造
業
】

（
4）
20
23
年
度
の
賃
上
げ
に
よ
る
人
材
確
保
へ
の
影
響

有
効
回
答
社
数
：
10
0社

（
(1
)で

①
～
④
を
選
択
し
た
企
業
）

有
効
回
答
社
数
：
10
0社

（
(1
)で

①
～
④
を
選
択
し
た
企
業
）

賃
上
げ
を
実
施
す
る
理
由
と
人
材
確
保
へ
の
影
響
【
正
規
】

7
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③
十
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は
確
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い
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い
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全
く
確
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そ
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製
造
業
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製
造
業

全
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模
・
全
産
業
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3
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3
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% 8
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%

①
確
保
で
き
た

②
あ
る
程
度
確
保
で
き
た

③
十
分
に
は
確
保
で
き
て
い
な
い

④
全
く
確
保
で
き
て
い
な
い

⑤
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

非
正
規
雇
用
の
従
業
員
に
対
す
る
賃
金
等
の
待
遇
は
、「
給
与
・一
時
金
・手
当
等
の
増
加
」と
回
答
した
企
業
の
割
合
が
最
も
高
い
。

人
材
確
保
へ
の
影
響
は
、大
企
業
は
「あ
る
程
度
確
保
で
き
た
」が
最
多
とな
り、
中
小
企
業
は
「十
分
に
は
確
保
で
き
て
い
な
い
」が
最
多
。

賃
金
等
の
待
遇
と人
材
確
保
へ
の
影
響
【非
正
規
】

（
5）
非
正
規
雇
用
の
従
業
員
に
対
す
る
賃
金
等
の
待
遇
に
つ
い
て
（
複
数
回
答
可
）

3
9
.5
%

2
2
.4
%

6
7
.1
%

1
.3
%

1
1
.8
%

4
8
.5
%

2
4
.2
%

6
5
.2
%

0
.0
%

1
0
.6
%

①
非
正
規
雇
用
か
ら
正
規
雇
用

へ
の
転
換
の
推
進

②
非
正
規
雇
用
に
対
す
る

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
適
用

③
非
正
規
雇
用
に
対
す
る
給
与

・一
時
金
・手
当
等
の
増
加

④
そ
の
他
（金
銭
面
に
限
る
）

⑤
特
に
な
し
（必
要
だ
と
思
う
が

実
施
で
き
て
い
な
い
等
を
含
む
）

有
効
回
答
社
数

上
段
（
20
23
年
度
）
：
76
社
（
全
10
6
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
30
社
除
く
）

有
効
回
答
社
数

下
段
（
20
24
年
度
）
：
66
社
（
全
10
6
社
の
う
ち
「
不
明
・
無
回
答
」
40
社
除
く
）

➢
物
価
上
昇
へ
の
対
応
と
人
材
確
保
の
た
め
に
、
給
与
や
一
時
金
の
増
額
が
必
要
。
【大

/小
売
業
】

➢
正
規
従
業
員
と
同
等
の
仕
事
が
で
き
る
者
に
つ
い
て
は
、
正
規
雇
用
へ
の
転
換
を
推

進
し
て
い
る
。
【大
/化
学
工
業
】

➢
非
正
規
か
ら
正
規
へ
の
転
換
、
ま
た
必
要
手
当
な
ど
の
同
一
労
働
同
一
賃
金
は
引
き

続
き
行
っ
て
い
く
。
【中
小
/木
材
・木
製
品
製
造
業
】

（
6）
20
23
年
度
の
賃
上
げ
に
よ
る
人
材
確
保
へ
の
影
響

有
効
回
答
社
数
：
59
社
（
(5
)
で
②
～
④
を
選
択
し
た
企
業
）

有
効
回
答
社
数
：
59
社
（
(5
)
で
②
～
④
を
選
択
し
た
企
業
）

非
正
規
雇
用
の
待
遇
と
人
材
確
保
へ
の
影
響
【
非
正
規
】

④
そ
の
他
（金
銭
面
の
み
）
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題
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）

⑤
そ
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他
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中
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中
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企
業

全
規
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全
産
業
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6
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7
7
.6
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1
2
.2
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1
0
.2
%

1
8
.4
%

①
賃
上
げ
が
十
分
で
は
な
い

②
人
材
が
い
な
い

③
採
用
活
動
・人
材
募
集
広
告
の
不
足

④
雇
用
に
関
連
す
る
制
度
に
お
け
る
課
題

（年
収
の
壁
な
ど
）

⑤
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

賃
上
げ
が
人
材
確
保
に
繋
が
らな
い
理
由
は
、正
規
・非
正
規
とも
に
「人
材
が
い
な
い
」が
最
多
、中
小
企
業
で
は
ほ
ぼ
10
0%
の
割
合
。

賃
上
げ
が
人
材
確
保
に
繋
が
らな
い
理
由
【正
規
・非
正
規
】

（
７
）
20
23
年
度
の
賃
上
げ
が
人
材
確
保
に
繋
が
らな
い
理
由

有
効
回
答
社
数
：
49
社
（
(4
)で

③
ま
た
は
④
を
選
択
し
た
企
業
）
※
最
大
2
項
目
ま
で
回
答

➢
業
界
内
で
の
人
材
獲
得
競
争
に
よ
り
欲
し
い
人
材
が
不
足
。
よ
り
条
件
の
良
い
同
業

他
社
に
転
職
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
【中
堅
/食
料
品
製
造
業
】

➢
他
社
も
賃
上
げ
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
上
回
る
賃
上
げ
を
実
施
し
な
い
と

人
材
の
確
保
に
は
繋
が
ら
な
い
と
考
え
る
。
【中
小
/金
属
製
品
製
造
業
】

➢
2
4
時
間
3
交
代
制
勤
務
な
ど
、
製
造
業
（現
場
）は
賃
金
以
外
の
労
働
条
件
に
よ
り
敬

遠
さ
れ
が
ち
。
【大
/情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
】

➢
資
格
が
必
要
に
な
る
職
業
の
た
め
、
賃
金
を
上
げ
た
だ
け
で
人
材
確
保
に
繋
げ
る
の

は
難
し
い
。
【中
堅
/
陸
運
業
】

➢
正
社
員
に
比
べ
る
と
賃
上
げ
率
が
低
い
た
め
。
ま
た
、
賃
上
げ
を
反
映
し
て
求
人
を
出

し
て
も
優
秀
な
応
募
者
が
少
な
い
。
【
中
小
/
そ
の
他
の
製
造
業
】

➢
年
収
の
壁
の
制
度
が
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
な
い
な
か
、
時
給
上
昇
な
ど
に
伴
い
労

働
時
間
は
減
少
し
、
人
手
不
足
が
加
速
し
た
印
象
。
【
大
/小
売
業
】

【正
規
】

【非
正
規
】

有
効
回
答
社
数
：
25
社
（
(6
)で

③
ま
た
は
④
を
選
択
し
た
企
業
）
※
最
大
2項

目
ま
で
回
答

賃
上
げ
が
人
材
確
保
に
繋
が
ら
な
い
理
由
【
正
規
・
非
正
規
】
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き
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い

⑤
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し
て
い
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い
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要
が
な
い
）

⑥
そ
の
他

製
造
業
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製
造
業

全
規
模
・
全
産
業
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1
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1
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%

①
転
嫁
で
き
た

②
あ
る
程
度
転
嫁
で
き
た

③
十
分
に
は
転
嫁
で
き
て
い
な
い

④
全
く
転
嫁
で
き
て
い
な
い

⑤
価
格
転
嫁
し
て
い
な
い
（必
要
が
な
い
）

⑥
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

全
規
模
・全
産
業
で
は
、「
十
分
に
は
転
嫁
で
き
て
い
な
い
」、
「全
く転
嫁
で
きて
い
な
い
」と
回
答
した
企
業
の
合
計
が
過
半
数
を占
め
る
。

中
小
企
業
の
約
4割
は
、「
全
く転
嫁
で
き
て
い
な
い
」と
回
答
。

人
件
費
の
価
格
転
嫁
の
状
況

（
８
）
人
件
費
の
価
格
転
嫁
の
状
況

有
効
回
答
社
数
：
1
0
6
社
（
全
回
答
社
数
）

5
3
.8
％

人
件
費
の
価
格
転
嫁
①

有
効
回
答
社
数
：
1
0
6
社
（
全
回
答
社
数
）

➢
原
材
料
価
格
上
昇
分
の
コ
ス
ト
を
十
分
に
転
嫁
で
き
て
い
な
い
な
か
、
さ
ら
に
値
上
げ
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
【大
/パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
】

➢
人
件
費
上
昇
分
を
商
品
に
価
格
転
嫁
す
る
こ
と
は
取
引
先
に
通
用
し
な
い
た
め
、
売
上
増
加
分
を
原
資
と
し
て
い
る
。
【
中
堅
/
は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業
】

➢
価
格
転
嫁
は
原
材
料
な
ど
仕
入
価
格
上
昇
分
が
中
心
。
ベ
ア
で
人
件
費
が
上
が
っ
て
も
価
格
転
嫁
す
べ
き
と
の
考
え
が
な
い
。
【中
堅
/食
料
品
製
造
業
】

【四
国
財
務
局
公
式
キ
ャラ
クタ
ー
】
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%

4
1
.2
%

8
.8
%

2
.9
%8
.7
%

3
9
.1
%

3
0
.4
%

8
.7
%

5
2
.2
%

2
6
.1
%

8
.7
%

3
5
.1
%

2
2
.8
%

4
5
.6
%

7
.0
%

4
5
.6
%

1
5
.8
%

5
.3
%

①
取
引
先
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

②
消
費
者
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

③
原
材
料
費
の
高
騰
分
の

価
格
転
嫁
を
優
先
し
て
い
る

④
価
格
転
嫁
を
し
て
い
る
も
の
の
、

人
件
費
の
増
加
分
が
上
回
っ
て
い
る

➄
同
業
他
社
の
動
向

⑥
変
更
の
余
地
が
な
い
（本
社
が
決
め
た

価
格
、
法
律
に
よ
る
価
格
等
）

⑦
そ
の
他

製
造
業

非
製
造
業

全
規
模
・
全
産
業

3
3
.3
%

2
3
.8
%

2
8
.6
%

9
.5
%

5
2
.4
%

1
4
.3
%

4
.8
%

1
3
.3
% 2
0
.0
%

5
3
.3
%

1
3
.3
%

3
3
.3
%

2
6
.7
%

6
.7
%

5
2
.4
%

2
3
.8
%

5
7
.1
%

0
.0
%

4
7
.6
%

9
.5
%

4
.8
%

3
5
.1
%

2
2
.8
%

4
5
.6
%

7
.0
%

4
5
.6
%

1
5
.8
%

5
.3
%

①
取
引
先
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

②
消
費
者
か
ら
理
解
が
得
ら
れ
な
い

③
原
材
料
費
の
高
騰
分
の

価
格
転
嫁
を
優
先
し
て
い
る

④
価
格
転
嫁
を
し
て
い
る
も
の
の
、

人
件
費
の
増
加
分
が
上
回
っ
て
い
る

➄
同
業
他
社
の
動
向

⑥
変
更
の
余
地
が
な
い
（本
社
が
決
め
た

価
格
、
法
律
に
よ
る
価
格
等
）

⑦
そ
の
他

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

全
規
模
・
全
産
業

価
格
転
嫁
で
き
て
い
な
い
理
由
は
、「
原
材
料
費
の
高
騰
分
の
価
格
転
嫁
を優
先
して
い
る
」、
「同
業
他
社
の
動
向
」が
最
多
。

「取
引
先
か
ら理
解
を
得
られ
な
い
」と
の
回
答
は
、中
小
企
業
、製
造
業
に
多
い
。

人
件
費
が
価
格
転
嫁
で
き
て
い
な
い
理
由

（
9）
人
件
費
の
価
格
転
嫁
が
で
き
て
い
な
い
理
由

有
効
回
答
社
数
：
5
7
社
（
(8
)
で
③
ま
た
は
④
を
選
択
し
た
企
業
）

➢
価
格
転
嫁
を
行
う
と
売
上
減
少
に
直
結
す
る
た
め
、
現
時
点
で
は
原
材
料
費
高
騰
分
を
優
先
し
て
い
る
。
【
中
堅
/
食
料
品
製
造
業
】

➢
取
引
先
の
な
か
で
も
大
手
は
価
格
転
嫁
を
許
容
し
て
く
れ
る
が
、
中
小
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
許
容
さ
れ
に
く
い
。
【
中
小
/
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
】

➢
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
仕
入
価
格
が
基
準
と
な
る
業
界
で
あ
る
た
め
、
人
件
費
を
商
品
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
【
中
小
/
小
売
業
】

（
最
大
3項
目
まで
回
答
可
）

人
件
費
の
価
格
転
嫁
②

有
効
回
答
社
数
：
5
7
社
（
(8
)
で
③
ま
た
は
④
を
選
択
し
た
企
業
）

【四
国
財
務
局
公
式
キ
ャラ
クタ
ー
】
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賃
上
げ
の
状
況

新
規
採
用
増

離
職
の
減
少

事
例
○
（
例
：
地
域
企
業
に
お
け
る
賃
上
げ
等
の
動
向
に
つ
い
て
）

㈱
伊
予
鉄
グ
ル
ー
プ

(事
業
内
容
）

深
刻
な
運
転
士
不
足
の
解
決
へ

時
期
を
1月

に
前
倒
し
し
、
1人

平
均
「
5
％
以
上
」
の
賃
上
げ
、
「
9
％
以
上
」
の
初
任
給
引

き
上
げ
。

働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

【
創

立
】
18
8
7年

9月

【
本

社
】
愛
媛
県
松
山
市

【
資
本
金
】
15
億
円
(2
02
3
.3
)

【
従
業
員
（
連
結
）
】
17
5
7名

(2
0
23
.
3）

生
産
性
向
上
等
に
よ
る
収
益
確
保

待
遇
改
善

交
通
・観
光
・ま
ち
づ
く
り
を
柱
に
地
域
と
共
に
歩
む
「伊
予
鉄

グ
ル
ー
プ
」の
持
株
会
社
。

鉄
道
・バ
ス
な
ど
の
交
通
事
業
を
中
心
に
、
観
光
・
不
動
産
・
百

貨
店
な
ど
幅
広
い
事
業
を
展
開
。

週
休
3日

制
の
導
入

㈱
伊
予
鉄
グ
ル
ー
プ
の
事
務
職
場
で
水
曜
日
を
定
休
と
す
る
完
全
週
休
3日

制
を
導
入
。

鉄
道
･
バ
ス
の
乗
務
員
職
場
で
休
日
数
増
加
や
完
全
週
休
3日

制
が
可
能
な
シ
フ
ト
勤
務
者
枠
新
設
。

利
用
率
が
低
い
路
線
・
時
間
帯
を
減
便
す
る
な
ど
合
理
化

IC
OC
Aな

ど
全
国
交
通
系
I
C
カ
ー
ド
1
0
種
類
を
導
入

運
行
経
費
削
減

利
用
の
促
進

収
入
増

運
賃
の
引
き
上
げ

郊
外
電
車
･
市
内
電
車
は
初
乗
り
お
よ
び
各
区
間
運
賃
を
20
円
引
き
上
げ
。
路
線
バ
ス
は
、
初
乗

り
を
4
0円

引
き
上
げ
。
各
区
間
運
賃
は
営
業
キ
ロ
に
応
じ
て
改
定
。

攻
め
の
投
資
に
よ
る
経
済
性
等
の
向
上

省
電
力
の
新
型
車
両
導
入
(
郊
外
電
車
･
市
内
電
車
)、

E
Vバ

ス
継
続
導
入
(5
年
間
50
台
予
定
)な

ど
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
な
ど
デ
ジ
タ
ル
の
活
用

IC
OC
A
な
ど
全
国
交
通
系
IC
カ
ー
ド
10
種
類
に
新
規
対
応
す
る
こ
と
で
利
便
性
向
上
。

地
域
ア
プ
リ
で
デ
ジ
タ
ル
チ
ケ
ッ
ト
購
入
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
連
携
で
ポ
イ
ン
ト
付
与
な
ど
。

EV
バ
ス
は
経
費
面
で
優
位
な
ほ
か
C
O
2
排
出
量
も
5
0
％
削
減

新
型
車
両
は
現
行
車
両
に
比
べ
て
電
気
使
用
量
5
5％

削
減

【
事
例
１
】
地
域
企
業
に
お
け
る
賃
上
げ
等
の
動
向
に
つ
い
て

12

65



生
産
性
向
上
で
安
定
収
益
確
保

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

賃
上
げ
の
状
況

人
材
獲
得

人
手
不
足
な
し

事
例
○
（
例
：
地
域
企
業
に
お
け
る
賃
上
げ
等
の
動
向
に
つ
い
て
）

㈱
フー
ド
テ
ック

(事
業
内
容
）

調
理
済
み
冷
凍
総
菜
の
製
造
・販
売
を
行
う
。
同
じ
メ
ニ
ュ
ー

で
柔
ら
か
さ
や
具
材
の
カ
ッ
ト
を
変
え
る
な
ど
、
ニ
ー
ズ
ご
と

に
多
品
種
少
量
生
産
で
対
応
す
る
点
が
特
徴
。

最
上
位
の
食
品
安
全
規
格
F
SS
C2
20
00
認
証
を
取
得
。

2
0
22
年
度
、
20
23
年
度
と
、
2
年
連
続
で
1
人
平
均
「
4
％
」
の
賃
上
げ
。

2
0
24
年
度
も
1
人
平
均
「
4％

」
の
賃
上
げ
を
予
定
。

※
正
社
員
・
パ
ー
ト
職
員
と
も
に
実
施

【
設

立
】
19
98
年
3月

【
本

社
】
香
川
県
三
豊
市

【
資
本
金
】
20
00
万
円

【
従
業
員
】
20
3名

（
20
24
.3
現
在
）

短
時
間
正
社
員
制
度
や
育
休
の
取
得
促
進
な
ど
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
推
進
。

外
国
人
労
働
者
（従
業
員
の
約
半
数
）は
正
社
員
・
パ
ー
ト
と
も
に
日
本
人
と
同
じ
賃
金
条
件
。

若
手
社
員
を
商
品
開
発
に
参
画
さ
せ
る
こ
と
で
、
若
手
の
働
き
が
い
に
繋
げ
る
。

低
い
離
職
率

付
加
価
値
向
上

高
い
開
発
力

多
品
種
少
量
生
産

大
手
が
「
や
ら
な
い
｣｢
で
き
な
い
」
隙
間
を
提
案

高
齢
者
向
け
に
具
材
の
カ
ッ
ト
や
柔
ら
か
さ
を
変
え
る
、
嚥
下
力
が
弱
ま
っ
た
人
向
け
に
具
材

を
す
り
潰
す
（「
食
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」）
と
い
っ
た
ひ
と
工
夫
で
、
幅
広
い
需
要
に
対
応
。

ベ
テ
ラ
ン
と
若
手
が
協
力
す
る
開
発
体
制

味
や
食
感
に
加
え
、
見
た
目
（映
え
）に
も
配
慮
し
た
き
め
細
か
な
商
品
開
発
を
実
現
。
お
客
様

（得
意
先
）の
開
発
依
頼
か
ら
試
作
品
の
提
案
ま
で
約
2
週
間
と
い
う
開
発
の
速
さ
も
強
み
。

営
業
は
「
商
品
」が
す
る
（営
業
部
門
レ
ス
の
経
営
）

開
発
力
の
高
さ
に
加
え
て
最
高
水
準
の
食
品
安
全
基
準
な
ど
に
よ
り
、
次
第
に
新
規
の
お
客

様
か
ら
開
発
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
。
浮
い
た
営
業
コ
ス
ト
を
更
な
る
品
質
向
上
へ
。

高
い
食
品
安
全
基
準
を
取
得
（
F
S
S
C
2
2
0
0
0認

証
）

【
事
例
２
】
地
域
企
業
に
お
け
る
賃
上
げ
等
の
動
向
に
つ
い
て
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※
計
数
は
、
季
節
調
整
替
え
、
基
準
改
定
、
速
報
の
確
報
化
、
誤
計
数
の
判
明
等
に
よ
り
、
過
去
に
遡
っ
て
訂
正
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
の
で
、
利
用
さ
れ
る
場
合
は
、
各
発
表
機
関
の
直
近
の
公
表
デ
ー
タ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
は

電
話
番
号

0
8
7
-8
1
1
-7
7
8
0

財
務
広
報
相
談
室
（
内
線
2
6
0
）
又
は

経
済
調
査
課
（
内
線
2
5
0
）
へ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
tt
p
s:
//
lf
b
.m
o
f.
g
o
.j
p
/s
h
ik
o
ku
/
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令
和
5
年
1
0
月
か
ら
令
和
６
年
３
月
の
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年
上
昇
率
の
推
移

（
消
費
者
物
価
指
数
は
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合
指
数
を
使
用
）

年
・
月

令
和
5
年

令
和
6
年

R
5
.1
0
～
Ｒ
6
.6

区
分

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

平
均

全
国

3
.8

3
.3

4
.2

2
.5

3
.3

3
.1

2
.9

3
.3

3
.3

Ａ
ラ
ン
ク

3
.7

3
.1

2
.7

2
.2

3
.0

2
.9

2
.8

3
.1

2
.9

Ｂ
ラ
ン
ク

3
.9

3
.3

3
.0

2
.5

3
.3

3
.1

3
.1

3
.4

3
.2

Ｃ
ラ
ン
ク

4
.0

3
.6

3
.5

2
.9

3
.7

3
.5

3
.2

3
.6

3
.5

徳
島
市

3
.9

3
.4

3
.5

3
.0

3
.4

3
.5

3
.8

3
.7

3
.5

高
松
市

3
.9

3
.4

3
.2

2
.9

3
.7

3
.3

3
.6

4
.0

3
.5

松
山
市

4
.7

4
.2

4
.1

3
.8

4
.6

4
.0

4
.0

3
.7

4
.1

高
知
市

4
.7

4
.1

4
.8

4
.0

4
.0

3
.9

3
.5

3
.6

4
.1

68

okadahd
Image
ここにメモを書いてください。



  

令和６年度第１回 

徳島県最低賃金のあり方に関する検討小委員会 

議事要旨 

 

１ 開催日時、場所 

  日時 令和６年６月21日（金）午前10時34分～午前12時00分 

  場所 徳島労働局４階会議室（徳島市徳島町城内6-6） 

 

２ 出席者 

  （公益委員） 段野委員 稲倉委員 

  （労側委員） 川口委員 南委員 

  （使側委員） 脇田委員 中村委員 

 

３ 議事要旨 

（１）徳島県最低賃金（以下「地賃」という。）及び同県特定最低賃金（以下「特

賃」という。）の審議日程を次のとおりとする。 

   第１回本審 ７月５日（金） 午後１時30分 

   第２回本審（目安伝達） ８月１日（木） 午後１時30分 

   第１回地賃専門部会 ８月１日（木） 午後３時00分 

   第２回地賃専門部会 ８月２日（金） 午後１時30分 

   第３回地賃専門部会 ８月９日（金） 午後３時00分 

   第３回本審（地賃答申） ８月９日（金） 午後４時00分 

   特賃合同専門部会 ８月21日（水） 午後１時30分 

   第４回本審（特賃金額諮問） ８月21日（水） 午後４時00分 

   第５回本審（異議審） ８月27日（火） 午前11時00分 

（２）地賃専門部会について、第１回は昨年度と同様、会議を公開するととも

に議事録を公開する。第２回目以降は会議を非公開とするが、今年度から

新たに議事録を公開する。その際、発言者氏名は非公開（公労使の別は公

開）とする。議事録公開までは議事要旨を公開する。 

（３）特賃専門部会について、会議を非公開とするが、今年度から新たに議事

録を公開する。その際、発言者氏名は非公開（公労使の別は公開）とする。

議事録公開までは議事要旨を公開する。特賃専門部会と合同で開催する本

審についても同様とする。 

（４）地賃専門部会には、９名の専門部会委員のほか、同委員でない公益委員

２名もオブザーバー委員として参加する。 

（５）造作材・合板・建築用組立材料製造業特定最低賃金改正の申し出がない

ことから、必要性審議は行わない。また、今年度は廃止の議論を行わない。 

（６）地賃対象業種の企業に対し実地視察を行う。 

（７）審議会の申し合わせ事項として、 

  ・地賃及び特賃の専門部会で全会一致となった場合、最低賃金審議会令第
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６条第５項の規定を適用するが、地賃の答申は、地賃専門部会終了後、引

き続き開催する本審において行う 

  ・本審及び特賃専門部会を同日開催し、審議を効率化すること 

  の２点を確認した。 

（８）付帯決議を議論する場を本審及び地賃専門部会の後で設け、付帯決議を

検討し、答申時、あるいは異議審の際の答申に併せて付帯決議を出す。 

（９）要請書等は、第２回本審の資料として議事に入れる。 

 

４ 次回開催 

  第１回本審 ７月５日（金）午後１時半から（あわぎんホール） 
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